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令和６年１月３０日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官 

令和５年（ワ）第６１００号 損害賠償請求事件 

口頭弁論終結の日 令和５年１２月５日 

判 決               

 5 

       原       告    Ｐ１ 

 

    被       告    Ｐ２ 

       同訴訟代理人弁護士    神 田 知 宏 

主 文               10 

１ 被告は、原告に対し、１５万円及びこれに対する令和３年３月２３日から支

払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は、これを１０分し、その９を原告の負担とし、その余は被告の負

担とする。 15 

４ この判決は、１項に限り、仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由               

第１ 請求 

被告は、原告に対し、１５０万円及びこれに対する令和３年３月２３日から支払

済みまで年３分の割合による金員を支払え。 20 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は、原告が、被告によるツイッター（インターネットを利用して短文の

メッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク。現在の名称は「Ｘ」であ

るが、以下、名称変更の前後を問わず「ツイッター」という。）への投稿が、原告

の氏名権、著作権（複製権及び公衆送信権）、平穏生活権及び名誉感情を侵害し、25 

不法行為を構成すると主張し、被告に対し、民法７０９条に基づき、損害賠償金１
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５０万円及びこれに対する最終の不法行為の日の翌日である令和３年３月２３日か

ら支払済みまで民法所定年３分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

 ２ 前提事実（争いのない事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定

することができる事実） 

(1) 当事者 5 

原告は、司法書士、行政書士及び土地家屋調査士の資格を有しており、大阪市内

において、司法書士法人（省略）、行政書士法人（省略）及び土地家屋調査士法人

（省略）を経営し、これらを「（省略）」と総称している（甲１）。 

被告は司法書士である。 

(2) 本件イラスト 10 

原告は、別紙「イラスト目録」記載のイラスト（以下「本件イラスト」という。）

をツイッターのアイコン画像として使用していた。 

 (3) 被告によるツイッターへの投稿 

 被告は、名前を「Ｐ１」、ユーザー名を「（省略）」、プロフィールに「の存在

はフィクションのため実在の団体人物とは一切関係ございません。」と記載し、本15 

件イラストの両目部分に黒の横線が入れられ、「（省略）」という表記が黒塗りさ

れたイラスト（以下「本件黒塗りイラスト」という。）をアイコン画像に設定した

アカウント（以下「本件アカウント」という。）を開設し、これを通じて、ツイッ

ター上に、別紙「投稿記事目録」記載の各時期に同記載の各投稿（以下、順に「本

件投稿１」などといい、これらを「本件各投稿」と総称する。）をした（甲５～１20 

６）。 

３ 争点 

 (1) 本件各投稿が不法行為を構成するか（争点１） 

 (2) 損害の発生及びその額（争点２） 

第３ 争点に関する当事者の主張 25 

 １ 争点１（本件各投稿が不法行為を構成するか）について 
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 （原告の主張） 

 (1) 氏名権を侵害すること 

 本件アカウントの名前及びユーザー名には、原告の氏名及び原告が経営する法人

グループの総称が記載されており、アイコン画像には本件黒塗りイラストが使用さ

れているところ、これらを見た閲覧者は、原告が本件アカウントの開設者であると5 

理解する。 

 したがって、本件アカウントを使用してなされた本件各投稿は、原告の氏名を冒

用するものであって、原告の氏名権を侵害する。 

 (2) 本件著作権を侵害すること 

 本件イラストは、Ｐ３氏が、原告の人柄やツイッター上での交流にふさわしい笑10 

顔を独創的に描いた表現物であって、著作物性が認められるところ、原告は、同人

から、本件イラストに係る著作権（以下「本件著作権」という。）の譲渡を受け、

原告のツイッターアカウントのアイコン画像に使用していた。被告は、無断で、本

件黒塗りイラストを本件アカウントのアイコン画像に設定して不特定多数の者が閲

覧可能な状態に置いた。 15 

 したがって、本件アカウントを使用してなされた本件各投稿は、本件著作権（複

製権及び公衆送信権）を侵害する。 

 (3) 平穏生活権を侵害すること 

 被告は、ツイッターの自動投稿サービスを用いて、連日、趣旨不明の投稿を自動

的に行うように設定し、アカウントが凍結されるとすぐに新しいアカウントを作成20 

して投稿を続けた。グーグルの検索サイトで原告の氏名を検索すると、検索結果画

面のトップページに本件アカウントが表示されるようになり、原告は、依頼者から

の信頼を失っている可能性や潜在的な依頼者が依頼を取りやめている可能性を考え、

強度の精神的苦痛を被った。また、本件同様の被告によるアカウントのなりすまし

事案において、被害者の家族になりすましたり、家族に電子メールが送られるなど25 

の被害が発生するようになり、原告は、自らの妻子の安全が気にかかり、妻と防犯



4 

体制をどうするのか話し合うことを余儀なくされた。その他、本訴え提起の準備に

多大な労力を注がざるを得なくなったことや、被告がどのような投稿を行うのか四

六時中確認せざるを得なくなるなどした。 

 このように、原告は、被告のなりすましによって、平穏に生活する権利を強度に

侵害された。 5 

 (4) 名誉感情を侵害すること 

 本件投稿１は、原告の氏名や法人グループの総称を表示して、本件イラストを冒

用しながら、その存在はフィクションであり、実在の団体人物とは関係がない旨を

摘示するものである。 

 本件投稿２ないし４は、被告が、司法書士であるＰ４氏名義のアカウント（以下10 

「Ｐ４アカウント」という。）を作成し、Ｐ４アカウントによって、同人が同性愛

者であることを摘示する内容の投稿をした上で、本件アカウントによって、同投稿

をリツイートするものである。本件投稿２ないし４を見た閲覧者は、原告は、あた

かもＰ４氏の名誉権を侵害したり、プライバシー権を侵害したりする投稿を平気で

行う人物であると受け止める。 15 

 したがって、本件各投稿は、通常受忍すべき限度をはるかに超えて、原告を著し

く侮辱する内容であるから、原告の名誉感情を侵害する。 

 (5) 以上から、本件各投稿は不法行為を構成する。 

 （被告の主張） 

 (1) 氏名権を侵害しないこと 20 

 本件アカウントには「フィクションのため実在の人物とは一切関係がございませ

ん」と記載されているから、閲覧した者は、実在の人物とは関係がないとの結論に

至り、原告本人ではないと認識をする可能性がある。 

 したがって、本件各投稿は氏名権を侵害しない。 

 (2) 本件著作権を侵害しないこと 25 

 本件イラストは、ありふれた表現であり著作物ではない。また、本件イラストを
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改変したのは「（省略）」アカウントであって、被告ではないし、改変された本件

黒塗りイラストは、数か所のマスキングにより特徴的な目や文字が消えていること

から、著作物性が失われている。 

 したがって、本件各投稿は本件著作権（翻案権及び公衆送信権）を侵害しない。 

 (3) 平穏生活権を侵害しないこと 5 

 本件各投稿は原告の平穏生活権を侵害しないし、原告が主張する防犯体制の検討

等と本件各投稿との間に因果関係はない。 

 本件投稿２ないし４は、単なるリツイートであるところ、リツイートは、ツイッ

ターの機能であって、利用者は自身のツイートがリツイートされることを予測して

いるから、本件投稿２ないし４によって原告の平穏生活権が侵害されるとしても、10 

社会通念上受忍すべき限度内のものである。 

 (4) 名誉感情を侵害しないこと 

 本件イラストを改変した者及びＰ４アカウントを作成した者はいずれも被告では

ないし、本件投稿２ないし４は単なるリツイートである。また、被告が本件各投稿

を行ったのは、新型コロナウイルスの感染が拡大し不要不急の外出自粛が要請され15 

る中、原告が、司法書士が多数集まる飲み会を連日開催し、その様子を投稿してい

たことに問題意識を持ち、司法書士として品位に欠ける言動をやめさせるという公

益目的を有していたことにあり、嫌がらせ目的であったわけではない。 

 したがって、本件各投稿により名誉感情を侵害することがあったとしても、社会

通念上受忍すべき限度を超えるものではない。  20 

 ２ 争点２（損害の発生及びその額）について 

 （原告の主張） 

 本件各投稿は、インターネット上で誰でも閲覧することができる状態で行われて

おり、少なくない者に認知されるに至っている。これにより原告に生じた精神的苦

痛は非常に大きく、これを金銭に換算すると１５０万円を下らない。 25 

 （被告の主張） 
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 争う。 

 原告が平穏生活権侵害において被侵害法益として指摘しているのは営業権（経済

的損害）であるから、精神的苦痛との間に因果関係がない。  

第４ 当裁判所の判断 

 １ 争点１（本件各投稿が不法行為を構成するか）について 5 

 (1) 氏名権侵害について 

 氏名は、個人の人格の象徴であり、人格権の一内容を構成するものというべきで

あるから、人は、その氏名を他人に冒用されない権利を有する。 

 前提事実(3)並びに証拠（甲５～９）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本件

アカウントを通じて本件各投稿を行っているところ、本件投稿１では、本件アカウ10 

ントにおける名前（原告の氏名である「Ｐ１」）及びユーザー名（原告が経営する

法人グループの総称である「（省略）」）が表示されており、本件投稿２ないし４

では、「Ｐ１」がリツイートした旨が表示されていることに加え、所定の操作によ

り本件アカウントにおける名前等が表示されることが認められ、本件各投稿に接し

た閲覧者は、投稿者として原告の氏名を認識するものと認められるから、被告は本15 

件各投稿において原告の氏名を冒用したといえる。したがって、本件各投稿は、原

告の氏名権を侵害する。 

 被告は、本件アカウントのプロフィール欄には「フィクションのため実在の人物

とは一切関係がございません」と記載されているから、閲覧者は、実在の人物とは

関係がないとの結論に至り、原告本人ではないと認識をする可能性がある旨を主張20 

する。しかし、閲覧者は、アカウントに表示された氏名やユーザー名によって投稿

者を特定するものと解されるから、被告指摘の記載があったとしても、閲覧者は、

原告がその旨を記載していると理解するにすぎず、前記判示に影響を与えるもので

はない。被告の前記主張は採用できない。 

 (2) 本件著作権の侵害について 25 

 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美
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術又は音楽の範囲に属するもの」（著作権法２条１項１号）をいう。 

 本件イラストは、Ｐ３氏が、ツイッター上の交流において原告を表すためにふさ

わしいイラストとして制作したものであり、腹ばいになるアザラシの様子をイラス

トにし、その下部に「（省略）」と記載したものであるところ、全体的に丸みを帯

びた輪郭で、頭部を大きくし、ヒレを頭部付近に小さく描くことにより、親しみや5 

すくかわいらしい印象を与えている点、大きな頭部いっぱいに両目、鼻及び口を描

くことでアザラシの表情に存在感を与えている点、これらに「（省略）」という表

記を欧文字で加えることで、その性格（原告の人柄）を示しつつイラストとしての

一体感を感じさせる点において、選択の幅がある中から作成者によってあえて選ば

れた表現であるということができる。したがって、本件イラストは、作成者の思想10 

又は感情が創作的に表現された、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えたもの

であると認められ、「著作物」に該当する。 

 証拠（甲２０、２１）及び弁論の全趣旨によれば、Ｐ３氏は、本件イラストを制

作し、原告に対し、本件イラストに係る著作権を譲渡したことが認められ、原告

は、本件イラストに係る著作権を有していると認められる。 15 

 本件黒塗りイラストは、本件イラストの両目部分に黒の横線が入れられ、「（省

略）」という表記が黒塗りされたものであるが、被告がかかる改変を行ったことを

認めるに足りる証拠はない。一方、前記改変は、前記目線等を加えたことに限られ

るから、本件黒塗りイラストは、本件イラストに依拠し、かつ、その表現上の本質

的な特徴の同一性を維持しつつ、これに接する者が本件イラストの表現上の本質的20 

な特徴を直接感得することができるものと認められ、本件黒塗りイラストは本件イ

ラストの複製物又は翻案物であって、原告が著作権を有するものといえる。そうで

あるところ、被告は、本件各投稿によって、本件黒塗りイラストに改変等を加える

ことなくツイッター上に投稿して、少なくとも不特定の者に対して閲覧可能な状態

にしたことから、本件各投稿は、原告の著作権（複製権及び公衆送信権）を侵害す25 

るといえる。 
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 (3) 平穏生活権侵害について 

 原告は、被告が、ツイッターの自動投稿サービスを用いて、連日、趣旨不明の投

稿を自動的に行うように設定し、アカウントが凍結されるとすぐに新しいアカウン

トを作成して投稿を続けたことなどを指摘して、原告の平穏生活権が侵害された旨

を主張する。 5 

 しかし、原告が指摘する事情を裏付ける客観的証拠はないし、これらの事情と本

件各投稿の関係も明らかでない。その他、本件各投稿により、原告の平穏生活権が

侵害されたことを認めるに足りる証拠はない。 

 したがって、本件各投稿によって原告の平穏生活権が侵害されたとは認められず

原告の前記主張は採用できない。 10 

 (4) 名誉感情侵害について 

 本件投稿１について検討するに、本件投稿１は、原告の氏名及び原告が経営する

法人グループの名称を表示するとともに、その存在はフィクションであり、実在の

団体人物とは関係がない旨が記載されたものであるところ、一般閲覧者の普通の注

意と読み方を基準として判断した場合、本件投稿１に接した閲覧者は、原告自身が15 

原告や（省略）とは関係がない旨を投稿したと認識するものと認められる。したが

って、本件投稿１は、閲覧者に対し、原告は趣旨不明な投稿をする人物であるとの

印象を与え、原告の名誉感情を侵害するものといえる。被告は、本件各投稿は司法

書士として品位に欠ける言動をやめさせる公益目的で行った旨主張するが、仮にそ

のような目的があったとしても、原告になりすまして本件投稿１を行うことが正当20 

化される理由にはならない。 

 本件投稿２ないし４について検討するに、原告は、被告がＰ４アカウントを作成

したことを前提として、本件投稿２ないし４の閲覧者は、原告があたかもＰ４氏の

名誉権を侵害したり、プライバシー権を侵害したりする投稿を平気で行う人物であ

ると受け止めることから、これらの投稿は原告の名誉感情を侵害する旨を主張す25 

る。しかし、被告がＰ４アカウントを作成したことを認めるに足りる証拠はない。
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また、Ｐ４アカウントによる投稿に接した閲覧者は、Ｐ４氏が自身のアカウントで

投稿していると認識するものと認められるところ、仮に被告が同氏になりすまして

Ｐ４アカウントを作成し投稿していたとしても、Ｐ４アカウントによる投稿をリツ

イートすること自体によって、直ちに同氏の名誉権やプライバシー権が侵害される

ことにはならないから、原告の前記主張はその前提を欠く。そして、本件投稿２5 

は、名前を「Ｐ４」、ユーザー名を「（省略）」とするＰ４アカウントによる「ば

ればれだよ。ことＰ４です。」という投稿を本件アカウントでリツイートしたもの

であるところ、一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準として判断した場合、本件

投稿２に接した閲覧者は、Ｐ４氏が自身のユーザー名及び氏名を紹介した投稿に対

して原告が注目し閲覧者に伝えようとしたと認識するものと認められる。したがっ10 

て、本件投稿２は、原告の名誉感情を侵害するものとはいえない。また、本件投稿

３及び４は、Ｐ４アカウントによる「ネコではなくタチのＰ４です。」及び「バリ

タチのＰ４です。」という投稿を本件アカウントでそれぞれリツイートしたもので

あるところ、「ネコ」、「タチ」及び「バリ」が同性愛者を指す用語として用いら

れることがあること（甲１９）を踏まえ、一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準15 

として判断した場合、本件投稿３及び４に接した閲覧者は、Ｐ４氏が自身が同性愛

者であることを摘示した投稿に対して原告が注目し閲覧者に伝えようとしたと認識

するものと認められる。したがって、本件投稿３及び４は、原告の名誉感情を侵害

するものとはいえない。 

 (5) 以上から、本件各投稿は原告の氏名権及び本件著作権（複製権及び公衆送20 

信権）を侵害し、本件投稿１は原告の名誉感情を侵害するものとして、不法行為を

構成する。 

 ２ 争点２（損害の発生及びその額）について 

 前記１認定の本件各投稿による権利侵害の内容及び態様の一切を考慮すると、本

件各投稿により、原告が被った精神的苦痛を慰藉する金額は、１５万円が相当と認25 

められる。ただし、原告は本件イラストの著作者ではなく、本件著作権（複製権及
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び公衆送信権）侵害により原告に精神的苦痛が生じたとは認めるに足りない。 

 ３ 以上から、原告の請求は、不法行為に基づく損害賠償金（慰藉料）１５万円

及びこれに対する最後になされた本件投稿２の投稿日の後である令和３年３月２３

日から支払済みまで民法所定年３分の割合による遅延損害金を求める部分には理由

があるから認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判5 

決する。 

    大阪地方裁判所第２１民事部 

 

 

裁判長裁判官 10 

                                

            武     宮     英     子 
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裁判官 

                                

            阿  波  野     右     起 
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       裁判官 

                                

             峯           健  一  郎 

 25 
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（別紙イラスト目録省略） 

 

 

 

 5 
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（別紙投稿記事目録省略） 

 

 


